高齢者継続雇用制度確立にむけての労使交渉上の留意点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年９月15日　生協労連書記局
（１）じっくり労使協議を行い、きちんと協定化しましょう。

　「改正高年齢者雇用安定法（高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正）」は４月からスタートし、「６５歳までの継続雇用」が義務化されました。しかし生協陣営ではまだ多くが労使協議も協定化もすすんでいないのが実態です。猶予期間がありますからあわてる必要はありません。生協理事会がこの問題を「就業規則の改定だけで済ます」ことも許されませんので、しっかり議論して労使協定を結びましょう。
　別掲の２つ文書＝①05年10月12日付「高齢者等雇用安定法改正に伴う方針補強」②06年２月８日付「改正高齢者雇用安定法への対応についてのメモ」や、「生協陣営の到達点一覧表」および国民春闘共闘「６０歳以上・希望者全員の雇用確保へ＝施行直後の留意事項と取り組み方について」をぜひ参考にしてください。
以下は、これまで提起・提供したものを簡略化したものです。参考にしてください。

（２）まず、生協理事会に以下の点についての確認・表明を求めましょう。

	１．高年齢者の継続雇用に当たって、「改正高年齢者雇用安定法」の趣旨に
ついて、生協理事会としてどのように認識しているのか。


◆法改正の趣旨について厚生労働省は、「希望者全員の雇用が原則」だと繰り返し回答しています。

	２．定年まで働き、生協の発展に貢献してきた労働者について、生協理事会は
どのように考えているのか。


◆この姿勢（感謝する思い）があるかないかが、希望者全員の雇用を受け入れ
生活ができる賃金水準を保障するのかどうかの、基本的な姿勢に繋がります。
（３）継続雇用の「基準」は、必ず労使協議の対象としましょう。
　これまでの所、大半の生協は継続雇用を「定年延長」ではなく「再雇用」制度で提案しています。しかも「対象者に係る基準」（以下、「基準」）をいろいろと厳しく設定しているのが特徴です。この「基準」は労使が基準設定を合意し協定化すれば、「対象者を限定できる」というものですが、法改正の趣旨はあくまでも「希望者全員の雇用が原則」が前提です。
　この「基準」問題は、以下の項目を参考にしっかり労使交渉しましょう。

１．パート職員も継続雇用の対象
パートタイマーなど非正規労働者でも、「反復雇用されてきた」労働者をこの制度から排除することはできません。厚生労働省の見解です。

２．健康問題は冷静に慎重に

提案のなかには、「直近の健康診断で通常の業務に耐えられないと認められた者」などとするものが見うけられます。「だれが・どの様な基準」で判断するのか、「直近」とはいつなのか、明確にさせましょう。医師の診断でも「定年退職日の時点から数ヶ月から１年後には職場復帰できる」と見通せれば、再雇用の対象としましょう。
　病気や怪我の内容把握が大事ですが、プライバシーに関わることなので注意しましょう。メンタルヘルス面も考慮しましょう。
３．出勤率を問題にするとき。

「過去２年間の各１年ごとに欠勤５日未満」という「基準」を採用している生協があります。もちろん有給休暇取得は除きます。また「パート職員の年収１０３万円の調整」など「やむをえない事情による欠勤」については配慮させています。

４．過去の懲戒処分は「基準」とならない

「就業規則の服務規程に何度も抵触し、改善の見込みのないもの」「懲戒処分を受けたことがあるもの」などと「基準」を提案してきた場合。結論は実質的に意味がない。
　このようないわゆる「問題児」的な労働者が６０歳まで在社すること自体が現実的には想定しにくい。そもそも「懲戒処分」は、すでに処分が下され決着がつけられているので、再度持ち出すという提案は認められません。

５．人事考課や勤務評定を「基準」とする提案への対応

　「過去３年間の人事考課がＣ（平均）以上であるもの」など、人事考課を「基準」に入れたがる生協・企業が大半です。新しい制度なのに過去の実績を問うわけです。「１年前に言われても今からではどうしようもない」。
　労働局やハローワークでもこの問題では「過去の成績を問うようなものを設定してもよいが、それをすぐに適用するのはダメ」と名言しています。

（４）労働条件問題はこれから。必ず見直し条項を入れよう。
法改正の中身には労働条件のことが何も触れられていません。不備な点も多く、中央と地方での解釈や運用・適用もバラバラです。「基準」問題や労働条件に関して、厚生労働省の指導や通達も変わりかねません。労働条件については、要求づくり・労使交渉を重ねる必要があります。

１．労使交渉のルールを確立しましょう。

この問題に関する労使協定について、制度や基準・労働条件の見直しができるルール（労使どちらかの申し出により労使協議を行なう）を確立しましょう。
　◇制度は合意できても、適用するときに不服申請や苦情が出る場合も考えられます。
◇労働条件についてどうするのかの問題は、まだこれからと言うのが実態です。当面は他生協・企業とよく比較して判断しましょう。また春闘・秋季年末一時金闘争では必ず、継続雇用者の労働条件の改善要求をとりあげましょう。

２．退職金を給付されても、企業年金基金は継続できるように要求しましょう。

生協におけるこれまでの再雇用制度では、多くが「退職金」がない提案・制度となっています。そこで６０才をこえても企業年金基金は継続することを要求しましょう。

（５）理不尽な提案は生協労連や地方・地域労連に相談しよう
生協理事会が「法律の趣旨」を無視・軽視したり、理不尽な提案や不当な対応をとり続けるような事態が起こったときには、以下のように対処しましょう。
１．まず生協労連と地連にご連絡ください。
「基準」問題などで理不尽な内容が提案され、労使交渉で打開できないケースが一般的には発生しています。産別や全労連・国民春闘共闘がこの間も厚生労働省交渉で告発し、是正指導を求めてきました。単組だけで悩まずに生協労連の地連や書記局にご相談ください。
２．県労連・地域労連に持ち込み、相談しましょう。
この問題は、最寄のハローワークや県の労働基準局の管轄です。県労連や地域労連に相談し、行政との交渉を設定してもらいましょう。生協理事会の提案内容や労使交渉の経過を告発し、きびしく指導してもらうのはきわめて有効です。

３．継続雇用者を労働組合に組織しましょう。

生協理事会が、継続雇用者の労働組合加入を拒否することはできません。強要すれば労働組合への支配介入・不当労働行為の違法行為となります。同時に労働組合の側でも、規約に不備があれば改正する必要があります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高齢者継続雇用＝留意点の補足
＜厚生労働省の例示している「制度の対象者に係る基準」の変化＞

１．当初、パンフレットの前段に掲載していた「望ましい基準」

◇①社内検定レベルＡレベル／②営業経験が豊富な者（全国の営業所三ヶ所以上）／②過去３年間の勤務評定Ｃ（平均）以上のもの。
◇しかし厚生労働省は０６年２月に、この３項目について削除した改訂版パンフレットを作成しました。※ただし、同パンフレットの後段では、①働く意志・意欲、②勤務態度、③健康、④能力・経験、⑤技術伝承などに関する基準を例示していますので要注意。
２．改訂版パンフでは「適切でない基準の具体例」を以下のように示しています。
◇会社が特に必要と認めた者。

◇上司の推薦のある者。

◇所属長の決済を経た者。

◇男性に限る。

◇（労働）組合活動に従事していない者。

＜就業規則と労使協定＞
多くの生協では、この４月までに労使協議が整わないまま継続雇用制度を導入する場合、厚生労働省の認める経過措置＝「当面、就業規則に（対象者の）基準を定める」ことで制度を始めています。経過措置の期間は大企業は３年、中小企業は５年間です。

この間に労使協定の締結に向け、真摯な交渉を行うよう努めなければなりません。またもし協議が調わなければ、さきに就業規則に定めた「基準」は無効になります。つまり期限が過ぎたら、改正法の趣旨「希望するものは全員雇用が原則」が「基準」となるのです。

＜職場と仕事について＞　････国民春闘共闘での討論から。
◇選択肢＝・「同じ職場」か「他に変える」
　　　　　　・「本人の希望」か「会社都合」

　　　　　　・仕事の軽減を希望するか否か。
　　実態は＝・「同一職場で従前の仕事」４割。（専門性の高い職場）

　　　　　　・「本人の希望」　　　　　３割。

　　　　　　・「会社の都合」　　　　　１割

◇仕事で期待される役割や責任がどのようなものなのか明らかにさせる必要がある。

◇辞めさせるために、就業をあきらめるしかない仕事は認めない。
＜いくつかの論点と留意点＞

◇雇用延長を条件にした退職金の減額など不利益変更は許さない。
◇「雇用の安定」「生活できる賃金」を保障することを要求の視点とする。

◇賃金は、「手取りがいくらになるのか」をしっかり計算すること。

　　報酬比例年金／高齢者雇用継続給付と併給調整／社会保険料・所得税の支払い。
◇パートの勤続給は引き継ぐこと。再雇用は「勤務の継続」である。

◇要注目！＝制度採用企業には「継続雇用定着促進助成金」が支給され、当該労働者には「高齢者雇用継続給付」が支給される。
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